
こどもの意見表明等支援事業委託業務仕様書

１ 業務名

こどもの意見表明等支援事業委託業務

２ 目的

社会的養護下のこどもたちに対し、自ら意見を表明する機会を確保するとと

もに、その意見表明を支援することにより、こどもの権利擁護を図ることを目

的とする。

本業務は、児童福祉法第６条の３第 17 項に規定する「意見表明等支援事業」

としてこどもの支援を行うものである。

３ 業務内容

（１）意見表明等支援の実施に係る調整

次の施設について、各施設に掲げる回数を目安として、定期的に意見表明

等支援員を派遣し、意見表明等支援を希望するこどもに対し、こどもの状況

を踏まえ、気持ちの整理を支援しながら、その意見や意向を聴取する。

①児童養護施設（８施設） １か月に１回程度

②児童心理治療施設（１施設） １か月に１回程度

③児童自立支援施設（１施設） １か月に１回程度

④一時保護施設（１施設） ２週間に１回程度

また、上記施設又は障害児入所施設に入所するこども若しくは里親又はフ

ァミリーホームに委託されているこどもから、意見表明等支援の希望があっ

た場合は、随時、意見表明等支援員を派遣する。

さらに、こどもから関係機関等への意見表明の希望があった場合には、意

見表明を希望するこども、意見表明等支援員及び関係機関等と調整し、意見

表明の機会を設ける。

（２）意見表明等支援員への謝金等の支払い

施設を訪問した意見表明等支援員に「実施報告書」を速やかに提出させ、

実施報告書に基づき、謝金及び交通費を支給する。なお実施報告書の様式に

ついては、別途協議のうえ定める。

謝金及び交通費の金額については、以下のとおりとする。

①謝金

１日当たり５千円

②交通費

県の職員の旅費に関する条例に準じて決定する。



（３）新規研修受講者に対する研修受講費及び謝金等の支払い

「意見表明等支援員の養成のためのガイドライン」（令和５年 12 月 26 日付

けこ支虐第２２４号こども家庭庁支援局長通知）のカリキュラム（例）の基

礎編及び養成編の科目に準拠した研修の受講した者に対して、研修受講費を

支給するとともに、研修受講日数に応じた謝金及び研修会場への移動に要し

た交通費を支給する。

研修受講費、謝金及び交通費の金額については、以下のとおりとする。

①研修受講費

研修受講に係る実費

②謝金及び交通費

「（２）意見表明等支援員への謝金等の支払い」と同様とする。

ただし、謝金ついては、基礎編は 10,000 円、養成編は 20,000 円を上限

とする。

（４）県、受託者及び意見表明等支援員の意見交換の実施

３か月に１回程度、県、受託者及び意見表明等支援員の意見交換の場を設

け、活動する中での意見の収集、実施方法の見直し等を図る。

実施方法については、意見表明等支援員の環境等を踏まえて検討すること。

４ 実施体制

業務の実施に当たっては、責任者を明確にし、事業が円滑に実施できる人員・

体制を確保すること。

５ 事業計画及び事業報告

（１）事業計画

事業の実施に先立ち、実施体制や事業内容等を記載した事業計画書を提出

すること。なお、事業計画書に大きく変更が生じた場合は、その都度事業計

画書を作成し、提出すること。

（２）事業報告

①年次報告

この業務が終了したときは、業務完了報告書を作成し、県に提出するこ

と。なお、様式等については、別途協議のうえ定める。

②月次報告

実施月の翌月 10 日以内に、各施設の訪問状況（訪問回数、相談児童数、

意見表明件数等）をとりまとめた月次報告書を作成し、県に提出すること。

なお、様式等については、別途協議のうえ定める。



６ その他留意事項

（１）本業務の全部又は一部を第三者に委託することは禁止する。ただし、あ

らかじめ県に対して、別途契約書で定める方法により協議し、承認を得た

場合には、委託業務の一部を第三者に委託することができる。

（２）個人情報の収集や利用、管理については、その取扱いに十分留意するこ

と。

（３）業務実施に当たっては、県と十分に協議しながら進めるとともに、関係

機関との連携に努めること。

（４）本業務に係る契約の終了後、他者に本業務の引継ぎを行う必要が生じた

場合には、県の指示に従い円滑な引継ぎに努めるものとする。


